
一ドぢ告示第２１ ０号

七＝ｊ自 治伍施行令［・禾］２２年政令第１６そ）第１６７条の１ １第 ２項の規定に より 、測ま、 建築

関係建鼈コンサル タン ト、 土木 関係嵬築 コンサル タン ト、 地質戮を、補償コ ンサルタ ント

の各業務 （Ｊジ、下「建鼈関連業務」と いう 。） の指名競争入札に参加する者に必Ｓな資格を

次の よう に定める。

令和 ５年１２ 天１ １９日

ｔ手タ
一Ｆ ｐｌＴｒ長　 小野寺　 美　　 －Ｐヅ

Ｒ咫Ｆｉ５

１　 ４Ｒ関連業務の指名競争入札に参加でき る者

①　指名競争入札に参加できる者は、加匹連業務指名競争入札参加資格申禁書を ｐｌＴｒ長

にをｉし、資格審まの結丿社資格者とな りせＲ関連業務指名者鳬簿にを録された者とす

る。

②　次の各そに該肖する者は、 特５３１」のｊ１ 日ＥＩが ある場合を除 くほか指佑競争入札に参加す

るこ とができ ない。
・

ア　 精神の機能の障害によ りせほ業を適モに営むに售たっ て必Ｓな認知、判断２Ｓ１１び意

篦、疎亟を適切に行う こと ができない者

イ　 破産者で復権を得ない者

ウ　 ｊ奥方自治法施行令第１６７条の１１第 １項において準ｍする 同施行令第１６７条の ４第２

項の規定 によ り指名競争入札に参加 させない こと とさ れた者

工　 営業に関 し法律上必要 とす る資格を有していない者


